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平成１８年第１回須賀川市議会臨時会会議録 

 

平成１８年１１月２９日（水曜日） 

 

議事日程第１号 

           平成１８年１１月２９日（水曜日） 午前１０時 開議 

第 １ 会期の決定 

第 ２ 会議録署名議員の指名 

第 ３ 報告第 １６号 専決処分の報告について 

第 ４ 議案第 ９８号 専決処分の承認を求めることについて 

第 ５ 議案第 ９９号 議会の議員に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正する条 

            例 

第 ６ 議案第１００号 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

第 ７ 議案第１０１号 須賀川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関 

            する条例の一部を改正する条例 

第 ８ 議案第１０２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

日程第 ３ 報告第 １６号 専決処分の報告について 

日程第 ４ 議案第 ９８号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第 ５ 議案第 ９９号 議会の議員に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正す 

              る条例 

日程第 ６ 議案第１００号 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議案第１０１号 須賀川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件 

              に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議案第１０２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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出席議員（４７名） 

       １番  関 根 弘 志       ２番  五十嵐   伸 

       ４番  相 楽 健 雄       ５番  川 田 伍 子 

       ６番  塩 田 邦 平       ７番  広 瀬 吉 彦 

       ８番  生田目   進       ９番  森   新 男 

      １０番  蕪 木 政 寿      １１番  八木沼 久 夫 

      １２番  内 山 良 雄      １３番  渡 辺   修 

      １４番  佐 藤 暸 二      １５番  小 山   茂 

      １６番  坂 本 一 彦      １７番  渡 辺 與 吉 

      １８番  丸 本 由美子      １９番  市 村 喜 雄 

      ２０番  大 越   彰      ２１番  鈴 木 正 勝 

      ２２番  鈴 木 忠 夫      ２３番  菊 地 忠 男 

      ２４番  桐 生 傳 一      ２５番  塩 田 和 幸 

      ２６番  加 藤 和 記      ２７番  和 田 幸 雄 

      ２８番  鈴 木 勝 夫      ２９番  君 島 義 孝 

      ３０番  川 田 正 二      ３１番  宗 方   保 

      ３２番  村 山 廣 嗣      ３３番  橋 本 健 二 

      ３４番  吉 田 恒 雄      ３５番  鈴 木   保 

      ３６番  古 寺   純      ３７番  大 内 康 司 

      ３８番  関 根 助 美      ３９番  小 林 正 博 

      ４０番  水 野 敏 夫      ４１番  高 橋 秀 勝 

      ４２番  円 谷 浅 光      ４３番  渡 辺 忠 次 

      ４４番  細 谷 松 雄      ４５番  矢 部 一 郎 

      ４６番  佐 藤   茂      ４７番  深 谷 直 一 

      ４８番  伊 藤 富士弥 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員（１名） 

       ３番  佐 藤 辰 雄 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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説明のため出席した者 

市 長 相 楽 新 平  助 役 鈴 木 和 寿 

市 長 公 室 長 石 井 正 廣  総 務 部 長 酒 井 茂 幸 

職 員 課 長 若 林 秀 樹  総 務 課 長 阿 部 泰 司 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 深 沢 和 夫 

 
教 育 長 坂 野 順 一 

教 育 次 長 藤 島 敬 一  教 育 委 員 会 
保健体育課長 西間木 正 行 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 金 澤 幸 男 
 主幹兼局長補佐 

調 査 係 長 
村 上 清 喜 

主 任 主 査 兼 
議 事 係 長 

安 藤 基 寛 
 

庶 務 係 長 高 橋 久美子 

主 査 若 林 伸 治  主 査 影 山 美智代 

     ―――――――――――――――――――――  ◇ ―――――――――――――――――――― 
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          午前１０時００分 開議 

○議長（高橋秀勝） おはようございます。 

 ただいまより平成18年第１回須賀川市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 欠席通告議員は、３番、佐藤辰雄議員であります。 

 出席議員は定足数に達しております。 

 本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。 

 これより議事に入ります。 

     ―――――――――――――――――――――  ◇ ―――――――――――――――――――― 

 日程第１ 会期の決定 

○議長（高橋秀勝） 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長、村山廣嗣議員。 

          （議会運営委員長 村山廣嗣 登壇） 

○議会運営委員長（村山廣嗣） おはようございます。 

 当議会運営委員会は、基本条例第３条第３項の規定に基づき、去る28日に会議を開き、今期

臨時会の会期運営について協議したところ、次のように決定しましたので御報告いたします。 

 初めに、会期についてであります。 

 会期は、本日１日限りと決定いたしました。 

 次に、会期運営についてであります。 

 この後、直ちに会期の決定、会議録署名議員の指名を行った後、報告１件、議案５件を一括

上程し、当局から提案理由の説明を受け、議案調査のため休憩いたします。会議再開後、最初

に報告第16号について質疑を行います。 

 次に、議案第98号について質疑を行った後、委員会付託を省略し、討論、表決をいたしま

す。 

 次に、議案第99号から議案第102号の議案４件について、質疑を行い、質疑終結後、所管の常

任委員会に付託し、委員会開催のため休憩いたします。会議再開後、所管の常任委員長の報告

を受け、委員長報告に対する質疑を行います。 

 次に、議案第99号から議案第102号の議案４件に対する討論、表決を行います。 

 以上の委員会の決定に対し、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わりま
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す。 

○議長（高橋秀勝） お諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、委員長報告のとおり、本日１日限りといたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（高橋秀勝） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日限りと決しました。 

     ―――――――――――――――――――――  ◇ ―――――――――――――――――――― 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（高橋秀勝） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、本会議規則第67条の規定により、議長において、25番、塩田和幸議員、

26番、加藤和記議員、27番、和田幸雄議員を指名いたします。 

     ―――――――――――――――――――――  ◇ ―――――――――――――――――――― 

 日程第 ３ 報告第 １６号 専決処分の報告について 

日程第 ４ 議案第 ９８号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第 ５ 議案第 ９９号 議会の議員に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正 

              する条例 

日程第 ６ 議案第１００号 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議案第１０１号 須賀川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条 

              件に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議案第１０２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

○議長（高橋秀勝） 日程第３、報告第16号から日程第８、議案第102号までの報告１件、議案

５件を一括して議題といたします。 

 本案に関し、提案理由の説明を求めます。 

          （市長 相楽新平 登壇） 

○市長（相楽新平） 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、平成18年第１回市議会臨時会の招集と相成りましたところ、議員の皆様におか

れましては、公私とも御多用のところ御参集をいただき、まことにありがとうございました。 

 今議会におきまして御審議をいただく案件は、単行議案５件、報告１件でありますが、その

うち給与改定等について御説明申し上げます。 
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 人事院は、去る８月８日、一般職の国家公務員給与について、扶養手当の引き上げ、給料の

特別調整額の定額化などを主な内容とする勧告を国に行い、国は10月17日に勧告内容の完全実

施を閣議決定して関係法案を国会に提出し、11月10日に参議院において可決されたところであ

ります。 

 一方、福島県人事委員会は、人事院の勧告内容に加えて、県内の企業の給与支給状況を独自

に調査した結果、県職員の期末手当の支給月数が、県内の企業の支給月数を上回っていると

し、12月に支給する期末手当の支給月数を0.05カ月引き下げ1.55カ月とするよう県に対し独自

に勧告したところであり、県はこの勧告を尊重し、職員の期末手当支給月数の引き下げについ

て、本日招集の県議会定例会において提案することとしております。 

 本市においては、従来、国と県との勧告に差異が生じた場合、地域実態を一層反映している

と判断される県人事委員会の勧告を尊重し、給与等の改正を行ってきたところであり、こうし

た経緯を踏まえ、県人事委員会の勧告どおり、本年12月に支給する期末手当から、支給月数に

ついて所要の改正を行うこととし、また、議員及び市長等特別職、並びに教育長の期末手当に

ついても、職員の給与の改定に準じ改正すべく、関連の条例案を提案するものであります。 

 提案理由の詳細につきましては、この後助役から御説明申し上げますので、慎重に御審議の

上、速やかな議決を賜りますようお願い申し上げ、説明を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

          （助役 鈴木和寿 登壇） 

○助役（鈴木和寿） おはようございます。 

 ただいま議題となっております報告第16号及び議案第98号から議案第102号までの議案５件に

つきまして、報告第16号から順次提案理由を御説明いたします。 

 初めに、報告第16号 専決処分の報告についてであります。 

 専決処分をいたしました案件は、専決第12号及び専決第14号の２件であります。 

 初めに、専決第12号 損害賠償の額の決定及び和解についてでありますが、本件は、平成18

年８月５日に浜田地域体育館敷地内において環境美化運動の一環としての草刈り作業中に、参

加者の刈払機により小石が飛び、同所に駐車していた市内緑町74番地の５、柳沼幸男さん所有

の乗用車の後部ガラスを破損させた事故についてであります。 

 相手方と損害の賠償について協議を進めてまいりましたところ、本市が柳沼幸男さんに８万

8,211円を支払うことで協議が調ったものであります。 

 本件につきまして、地方自治法第180条第１項及び市長の専決処分事項の指定についてに基づ
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き専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告するものであります。 

 なお、この事故による人身の負傷等はなく、損害賠償額につきましては、市が加入する市民

総合賠償補償保険から全額補てんされております。 

 次に、専決第14号 福島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び増

加、並びに福島県市町村総合事務組合規約の変更についてであります。 

 本件は、平成19年１月１日に本宮町及び白沢村が合併し本宮市となることから、福島県市町

村総合事務組合から、同組合を組織する地方公共団体の数の減少及び増加、並びに同組合の規

約の変更に係る協議がありましたので、異議ない旨を回答するに当たり、地方自治法第180条第

１項及び市長の専決処分事項の指定についてに基づきまして専決処分をいたしましたので、同

条第２項の規定により報告するものであります。 

 次に、議案第98号 専決処分の承認を求めることについてであります。 

 専決処分をいたしました案件は、専決第13号 平成18年度須賀川市一般会計補正予算（第３

号）でありますが、本件は、福島県知事の辞職に伴い、急きょ知事選挙が実施されることとな

り、所要経費の補正をする必要が生じましたが、議会を招集の上御審議をいただくいとまがあ

りませんでしたので、地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、

同条第３項の規定により議会に報告し承認を求めるものであります。 

 今回の補正額は、歳入歳出ともに4,391万6,000円で、歳入については全額県委託金を充てて

おります。 

 次に、議案第99号から議案第102号までの議案４件につきましては、関連がありますので一括

して御説明いたします。 

 ただいま市長から説明がありましたように、県人事委員会において、独自に県内企業との給

与格差について実態調査の結果、県職員の期末手当の支給率が民間を上回ることから、本年12

月支給の期末手当から、支給率を0.05月引き下げる勧告を行ったところであります。これを受

け、県は勧告の完全実施を内容とする関係条例を、本日招集の県議会に提案するとのことであ

り、本市も県人事委員会の勧告に準じ、給与改定を行いたく提案するものであります。 

 議案第99号 議会の議員に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正する条例、議案第

100号 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、及び議案第101号 須賀川

市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の

三つの条例でありますが、議会議員並びに市長、助役及び教育委員会教育長の12月に支給する

期末手当の支給月数を0.05月引き下げ、現行の1.75月から1.7月に改めるものであります。 
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 次に、議案第102号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、

同じく職員の12月支給の期末手当の支給月数を0.05月引き下げ、現行の1.6月から1.55月に、再

任用職員につきましては現行の0.85月から0.8月に改めるものであります。 

 この四つの条例は、平成18年12月１日から施行することとしております。 

 なお、今回の改定により約1,340万円の減額となりますが、人事異動に伴う人件費の補正にあ

わせまして、次期定例会に提案の予定であります。 

 以上、提案理由を御説明いたしましたが、よろしく御審議の上速やかな議決を賜りますよう

にお願いを申し上げ、説明を終わります。 

○議長（高橋秀勝） 議案等調査のため、暫時休憩いたします。 

          午前１０時１４分 休憩 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１０時２９分 再開 

○議長（高橋秀勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

最初に、報告第16号 専決処分の報告についてであります。 

これより質疑に入ります。 

 質疑の通告はございません。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 本件については、これにて御了承願います。 

 次に、議案第98号 専決処分の承認を求めることについてであります。 

これより質疑に入ります。 

 質疑の通告はございません。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第98号については、本会議規則第28条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（高橋秀勝） 御異議なしと認めます。 

よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 
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 討論の通告はございません。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第98号 専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案についてはこれを承認することに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（高橋秀勝） 御異議なしと認めます。 

よって、本案についてはこれを承認することに決しました。 

 次に、議案第99号から議案第102号までの議案４件についてであります。 

 質疑の通告はございません。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第99号から議案第102号までの議案４件については、総務

常任委員会に付託いたします。 

 委員会審査のため、暫時休憩いたします。 

          午前１０時３０分 休憩 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          午前１１時３３分 再開 

○議長（高橋秀勝） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務常任委員会に付託いたしました議案４件について、委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長、関根助美議員。 

          （総務常任委員長 関根助美 登壇） 

○総務常任委員長（関根助美） 第１回臨時会において当総務常任委員会に付託となりました

議案について、当委員会の審査が終了いたしましたので、その経過と結果について報告いたし

ます。 

 委員会は、本日、当局より関係部課長の出席を求め、審査を進めました。 

 関連いたします議案第99号から議案第102号までの議案４件については、いずれも福島県人事

委員会の勧告に準拠し、12月支給の期末手当の支給月数を0.05カ月引き下げるものでありま

す。 

 その他の詳細については、議案のとおりであります。 

 このうち、議案第99号 議会の議員に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正する条
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例、議案第100号 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、及び議案第101

号 須賀川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正

する条例の議案３件については、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第102号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、審査の過程

で、今回の改正は人事院勧告制度そのものを放棄するものであり、労働者の利益を守ることに

つながらず格差社会を増長するものである、また、不利益不遡及の原則を踏みにじるものであ

り地域経済へ与える影響も大きいものがあるなどの観点から反対討論がなされましたが、採決

の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、当委員会の審査の経過と結果についての報告を終わります。 

○議長（高橋秀勝） これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（高橋秀勝） なければこれにて質疑を終結いたします。 

 初めに、議案第99号から議案第101号についてであります。 

 これより討論に入ります。 

討論の通告はございません。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより、議案第99号 議会の議員に対する期末手当支給に関する条例の一部を改正する条

例、議案第100号 市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案第101号 

須賀川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する

条例の議案３件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。 

 本案については、いずれも委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（高橋秀勝） 御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第102号に対する討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

 初めに反対、33番、橋本健二議員。 
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○３３番（橋本健二） ただいま議題となりました議案第102号 職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例に、日本共産党市議団を代表して反対討論を行います。 

 この議案は、多くの人事委員会が人事院勧告と同じように月給、期末手当、勤勉手当、これ

らを据え置きとする中で、本市職員の給与のうち期末手当を0.05カ月減じるというものであり

ます。今回の人事委員会の全国的な特徴は、給与では宮城県など五つの都府県、さらには10市

が引き下げ、栃木、三重両県と北九州市が引き上げの勧告を行っております。ボーナスでは福

島県など四つの県と北九州市が引き下げ、宮崎県は慎重な検討が必要として改定の判断を知事

にゆだねられております。まさに自治体によってばらつきが出てきたわけであります。 

 また、今回の人事委勧告は、これまで国に準じてほぼ横並びであったものが、地域の民間に

比べて公務員給与が高いとの批判を受けて、総務省がことしから国準拠の原則を廃止し、民間

給与との比較をより重視した勧告となりました。そのことによって、先ほど言いました自治体

によって差が出ているわけであります。 

 反対する第１の理由は、県の人事委員会が、比較する企業の従業員規模を人事院勧告に合わ

せて100人以上から50人以上に引き下げて比較対象を拡大したことにあります。福島県はこの勧

告に基づき、月給を据え置き、期末手当、勤勉手当の支給割合を0.05カ月引き下げる勧告を行

いました。これは県内の民間給与水準を踏まえた措置で、初めて人事委勧告いわゆる国公準拠

でない独自の勧告となったわけであります。全国的に見た場合、公民格差はあったものの、ほ

とんどは月給、一時金ともに改定を見送った、こういう中で福島県の行った人事委勧告は大き

な問題があります。民間給与との比較方法が、従来どおりの100人以上ということであれば月給

では1.66％の引き上げとなり、一時金も4.47カ月となって引き上げが妥当だと、こういう報道

もあるわけであります。 

 反対する第２の理由は、勧告のあり方であります。昨年は国公準拠で地域給導入を勧告し、

ことしは独自勧告、こういうことは第三者機関としての人事院勧告の中立性と独立性を損なう

ものであります。さらに、人事院が代表機関としての機能と役割を果たさなくなってきてい

る、このことも明らかでありますし、ですから不当なものであるわけであります。このことは

政府や財界の進める総人件費抑制を推進することに手を貸すことになり、格差を拡大し、地方

切り捨てにつながるもので絶対に許すことはできません。 

 よって、議案第102号の提案に反対するものであります。議員各位の御賛同をお願いして討論

を終わります。 

○議長（高橋秀勝） 次に賛成、17番、渡辺與吉議員。 
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○１７番（渡辺與吉） ただいま議題となっております議案第102号 職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例について、賛成討論を行います。 

 これまで市職員の給与等の決定については、国・県の行政指導に基づき、福島県人事委員会

の勧告に準じて実施してまいりましたが、今回の改正も、県人事委員会独自の実態調査の結果

に基づく勧告が行われたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 従いまして、これまで同様、県内の他地方公共団体並びに民間企業従事者の給与等を考慮し

たものであり、給与均衡の原則及び情勢適応の原則に合致する適切なものであります。 

 よって、議案第102号については、原案に賛成するものであります。議員各位の御賛同をお願

い申し上げ、賛成討論を終わります。 

○議長（高橋秀勝） 以上で通告による討論は終了いたしました。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより、議案第102号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（高橋秀勝） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ―――――――――――――――――――――  ◇ ―――――――――――――――――――― 

○議長（高橋秀勝） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 この際、市長が発言を求めておりますので、これを許可いたします。 

          （市長 相楽新平 登壇） 

○市長（相楽新平） 平成18年第１回市議会臨時会が閉会されるに当たり、一言ごあいさつを

申し上げます。 

 本臨時会におきましては、専決処分の承認を求めることなどを含め、単行議案５件、報告１

件を提案いたしましたところ、いずれも原案のとおり議決を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 いよいよ明後日から師走に入り、本格的な寒さを迎えますので、議員の皆様方には健康に十

分御留意されまして、御活躍をされ、なお一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上

げまして、閉会に当たりましてのあいさつといたします。 

ありがとうございました。 
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     ―――――――――――――――――――――  ◇ ―――――――――――――――――――― 

○議長（高橋秀勝） これにて、平成18年第１回須賀川市議会臨時会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

          午前１１時４７分 閉会 

     ―――――――――――――――――――――  ◇ ―――――――――――――――――――― 



- 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

   平成１８年１１月２９日 

 

        須賀川市議会 議  長  高 橋 秀 勝 

 

               議  員  塩 田 和 幸 

 

               議  員  加 藤 和 記 

 

               議  員  和 田 幸 雄 

 



- 15 - 

議 案 等 審 議 結 果 一 覧 表 

 

 １ 市長提出議案等 

番 号 件       名 提出月日 議決月日 議決状況 
付 託 

委 員 会 

報 告 

第１６号 

専決処分の報告について 
 

11.29 11.29 了 承 ―― 

議 案 

第９８号 

専決処分の承認を求めることについて 
 

11.29 11.29 承 認 ―― 

議 案 

第９９号 

議会の議員に対する期末手当支給に関する

条例の一部を改正する条例 
 

11.29 11.29 原案可決 総務 

議 案 

第１００号 

市長等の給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例 
 

11.29 11.29 原案可決 総務 

議 案 

第１０１号 

須賀川市教育委員会教育長の給与、勤務

時間その他の勤務条件に関する条例の一

部を改正する条例 
 

11.29 11.29 原案可決 総務 

議 案 

第１０２号 

職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例 
 

11.29 11.29 原案可決 総務 
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